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第１ 募集要項等の位置づけ 

  この募集要項は、長崎市（以下「本市」という。）が市営大園住宅余剰地を売却するに

あたり、民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するために公表するも

のです。 

  また、この募集要項は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭

和 22 年政令第 16 号）、長崎市契約規則（昭和 39 年長崎市規則第 26 号）のほか、本市が

発注する調達契約に関し、公募に参加しようとする者（以下「応募者」という。）が熟知

し、かつ、遵守しなければならない一般的事業を明らかにするものです。 

  募集要項に併せて公表する次の資料を含め、「募集要項等」と定義します。応募者は募

集要項等の内容を踏まえ、公募に参加してください。 

 

 １ 売買仮契約書（案） 

    当該余剰地の売却に係る契約（以下「売買契約」という。）の内容を示すもの（市

営大園住宅余剰地売買仮契約書（案）には、別紙も含まれる。） 

 

 ２ 基本協定書（案） 

    売買契約の締結に向けて、本市の優先交渉権者との間の基本的な協約事項を示すも

の 

 

 ３ 評価基準 

    応募者から提出された提案書を評価する基準を示すもの 

 

 ４ 参加申込書及び提案書類作成要領（様式集含む） 

    資格審査及び提案審査に関する書類の様式並びに作成要領を示すもの 
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第２ 事業の趣旨 

 １ 市営大園住宅余剰地付近の概況 

    市営大園住宅余剰地（以下、「事業用地」という。）は、長崎市の中心部であるＪＲ

長崎駅から北部方向へ車で約８ｋｍ（所要時間：約 30 分）の場所に位置しており、

事業用地がある滑石地区は公的住宅をはじめとした中層住宅、戸建住宅からなる市内

のベッドタウンの一つを形成しています。 

    今回売却する事業用地は、７，８７５．４㎡の一団の土地で、周辺には、小中学校

や、商業・医療・子育て等の関連施設が充実しています。また、路線バスが運行する

道路に接しており、バスの本数も多いため、交通の利便性も高く、住環境の整ったエ

リアとなっています。 

    事業用地の詳細な状況は、別紙１（位置図）、別紙２（事業用地説明書）を参照し

てください。 

 

≪事業用地明細（地積測量図等は参考資料①②を参照）≫ 

 

 

 

 ２ 事業の背景及び目的 

    長崎市においては若い世代の転出超過や、そのことに起因する出生数の減少などを

主な要因として人口減少が進んでおり、令和４年末時点の住民基本台帳に基づく町別

5 歳別人口の構成割合において事業用地周辺と長崎市の構成割合を比較すると、若い

世代・子育て世帯が少ないという状況となっています。 

また、移動者に対するアンケート調査によると若い世代が結婚等を理由に転出する

先の住宅種別として、民間の賃貸住宅が多いという傾向がみられ、併せて、企業誘致

が進む中で、雇用の創出による市外から転入増も期待され、そのため賃貸住宅の需要

も見込まれます。 

そこで、当該事業用地につきましては、若い世帯・子育て世帯が長崎市へ住む起点

となるよう「民間の集合型賃貸住宅を整備する」などの条件を付けて売却を行いま

す。 

この事業を実施するにあたり、地域活性化の視点により検討を行っており、次のイ

メージにより若い世帯・子育て世帯の定住化による地区の人口構成バランスの改善へ

つなげたいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 

所在地番 登記地目 登記地積（㎡） 

長崎市大園町２００５番地７２ 宅地 ７，８７５．４ 
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 ３ 事業手法 

    事業用地は、周辺にはあまりみられない広い土地であり、すでに住環境が一定整っ

ていることから、若い世帯・子育て世帯の定住につながる政策を実施できる高いポテ

ンシャルを有する土地であると考えています。 

    このため、民間活力を最大限活用し、若い世帯・子育て世帯が住みたくなるような

居住空間の創出につながる土地活用を図るため、提案内容と価格の双方を評価する公

募型プロポーザル方式により、事業用地の活用事業者を選定し、売却します。 
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第３ 募集内容 

  「第２ 事業の趣旨」の「２ 事業の背景及び目的」及び次の「１ 総合計画等」を踏

まえ、「２ 土地活用条件及び制限事項」を遵守し、提案してください。 

 １ 総合計画等 

 （１） 長崎市第五次総合計画における位置付け 

      「まちづくりの基本姿勢」として、「つながりと創造で新しい長崎へ」を掲げて

います。 

     また、基本施策に、「Ｅ５ 安全・安心で快適な住環境をつくります」を掲げ、

「市民が希望する住まいに安心して住んでいる。」、「市民が安全で安心な住まいで

暮らしている。」という状態をめざしています。 

 （２） 都市計画マスタープランの位置付け 

     当該用地が含まれる滑石地区の将来像を「大型住宅団地の再生による快適に住み

続けられる地区づくり」としています。 

 （３） 立地適正化計画の位置付け 

     居住の誘導や人口密度を高めるための「居住誘導区域」に位置付けています。 

      

 【出典】 

※第５次総合計画 

 URL：https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/731000/p037993.html 

※都市計画マスタープラン 

 URL：https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/651000/p007000.html 

※立地適正化計画 

 URL：https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/659001/p029291.html 

 

 ２ 土地活用条件及び制限事項 

 （１） 土地活用条件 

ア 事業用地は一括で売却するものとします。 

イ 若い世帯、子育て世帯を呼び込むような具体的な提案をしてください。 

ウ 事業用地に集合賃貸住宅を６０戸以上整備してください。 

エ ウで整備する住宅の間取りは子育て世帯を想定し、主に２ＬＤＫ以上としてくだ

さい。 

オ ウについて、各戸の面積については、住生活基本計画（全国計画）の最低居住面

積水準を満たしてください。 

カ ウで整備する住宅の戸数と同数以上の駐車場を整備してください。 

   キ 土地活用にあたっては、事業用地周辺に与える影響（周辺土地への圧迫感、プラ

イバシー、日照、騒音、衛生、周辺環境との調和など）や事業用地内の緑化など

について配慮してください。 
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   ク 事業実施にあたっては、周辺自治会等地域住民への積極的な情報提供に努め、事

業者の責任で地域住民の意見には誠意をもって対処してください。 

   ケ 関係法令を遵守した計画としてください。    

 

 （２） 制限事項 

   ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営

業に供するものでないこと。 

   イ インターネット異性業界事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

律（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹介事

業に供するものでないこと。 

   ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものに供するものでないこ

と。 

   エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所その他これに類するものに供

するものでないこと。 

   オ 墓地及びこれに類する用途に供するものでないこと。 

   カ 宗教活動や政治活動に供するものでないこと。 

   キ 周辺環境を悪化させるおそれのある用途に供するものでないこと。 

   ク 主たる用途が駐車場（立体駐車場を含む、主たる建物に附属して利用する駐車場

を除く）ではないこと。 
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第４ 参加者資格等 

 １ 参加者の構成等 

 参加者は、「２ 参加者資格」に掲げる要件のいずれにも該当する法人（以下、「参加

法人」という。）又は複数の参加法人で構成されるもの（以下、「参加グループ」とい

う。）とします。個人での参加は認めません。 

 

（１）基本事項 

ア 参加グループ 

代表企業、構成企業で構成されるものとします。なお、 参加申込以降に係る連

絡は、代表企業に行います。 

   イ 代表企業 

     土地売買契約者（土地所有者）となる法人の中から参加申込等を代表して行う代

表企業を定めていただきます。 

   ウ 構成企業 

     代表企業を除いた法人を構成企業とします。 

   エ 参加企業の分野 

     設計、建設、不動産管理に関して事業を確実に実施できる企業を含んで構成して

ください。なお、１企業が複数の事業を行うことに差し支えありません。 

 

 ２ 参加者資格 

（１） 日本国の法律に基づき設立され、国内に本店又は主たる事務所を有する法人であ

ること。 

 

 （２） 事業用地を取得後、本募集要項等に従って提出した提案内容を実施する資力、信

用等を有する法人であること。 

 

 （３） 参加法人及び参加グループの構成企業（参加グループに属する参加法人をいう。

以下同じ。）が、他の参加法人、参加グループの構成企業として重複していないこ

と。 

 

 （４） 参加申込日時点において、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

   ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

   イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。 

   ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続

開始の申立て又は同法附則第 3 条の規定によりなお従前の例によることとされる

破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）第 132 

条又は第 133 条の規定による破綻申立てがなされていないこと。 
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   エ 民事再生法（平成 11 年法律 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立て

又は平成 12 年 3 月 31 日以前に、同法附則第 3 条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる和議事件にかかる同法施行による廃止前の和議法（大正 11 年法

律第 72 号）第 12 条第 1 項の規定による和議開始の申立てがなされていない者。 

   オ 契約締結日までの間において、長崎市工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱

及び本市のその他の機関が定める入札参加停止等の基準に基づく入札参加停止措

置を受けていないこと。 

   カ 法人の代表者、役員及び使用人が、長崎市暴力団排除条例（平成 24 年長崎市条

例第 59 号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下、

「暴力団員」という。）でないこと。また、条例第２条第１号に規定する暴力団

又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

   キ 法人の代表者、役員及び使用人が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関

する法律第５条及び第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属し

ていないこと又は関与していないこと。 

   ク 国税（法人税、消費税）、地方消費税及び長崎市税を滞納していないこと。 

   ケ 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。 
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第５ 売却に係る諸条件 

 １ 最低売却価格  金４６５，０００，０００円 

    ※ 提出された買受希望価格が、最低売却価格未満である場合、失格とします。 

 

 ２ 土地の引渡し 

    売買代金の納入が完了したとき、事業用地は現状有姿で買受者への引渡しがあった

ものとします。 

 

 ３ 活用期限 

    契約締結後２年以内に、建築物等の工事（造成含む）に着手することを条件としま

す。 

    このため、期限までに実現可能な実効性のある事業計画を提案してください。 

    なお、具体的な活用完了の期日は、土地売買仮契約前に協議するものとします。 

 

 ４ 買戻し特約 

    本市は、参加者から提案された事業計画が確実に履行されるよう、市から事業者に

所有権移転のあった日から１０年間の買戻し特約の登記をします。 

 

 ５ 契約不適合責任 

    本市は、事業用地の引渡し後、事業用地についての種類、品質又は数量に関する一

切の契約不適合責任を負わないものとし、事業者は、契約に不適合であることを理由

として履行の追完、代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできま

せん。 
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第６ スケジュール 

項目 日程等 

要項公表 令和６年６月１３（木） 

質問事項受付期間 令和６年６月１３（木）から同年７月３日（水）まで 

質問事項回答期限 令和６年７月１７日（水）まで 

参加申込書受付期間 令和６年６月１３日（木）から同年７月３１日（水）まで 

参加資格確認通知 令和６年８月９日（金）まで 

提案書類受付期間 令和６年８月９日（金）から同年９月１３日（金）まで 

提案書類審査 

（参加者へのヒアリング等） 
令和６年１０月上旬（予定） 

選定結果通知 令和６年１０月中旬（予定） 

優先交渉権者公表 令和６年１０月中旬（予定） 

協定締結 令和６年１１月上旬（予定） 

仮契約締結、契約保証金納付 令和６年１１月上旬（予定） 

売買契約締結（契約議決） 令和６年１２月中旬（予定） 

売買代金納付（所有権移転及

び土地引渡し） 

令和７年１月下旬（予定） 

所有権移転登記、買戻し特約

登記 

令和７年１月下旬（予定） 

※ 上記スケジュールは変更となる場合があります。変更があった場合、市ホームページで

お知らせします。 
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第７ 参加手続等 

１ 事務局（担当課） 

  長崎市建築部住宅政策室 

  〒８５０－８６８５ 長崎県長崎市魚の町４番１号（新庁舎１８階） 

  電話番号 ０９５－８２９－１１８９ 

  Ｆ  Ａ  Ｘ ０９５－８２９－１１６８ 

  メールアドレス jutakuseisaku@city.nagasaki.lg.jp 

 

２ 参加手続等 

 （１） 募集要項等の配布 

   ア 配布期間：令和６年６月１３日（木）から７月３１日（水）まで 

     ※ 土・日曜、休日、祝日（以下「閉庁日」という。）を除く 

   イ 配布時間；午前８時４５分から午後５時３０分まで 

   ウ 配布場所：事務局 

     ※ 本募集に関する各種様式等は、本市のホームページでもダウンロードできま

す。 

      https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/621000/p041887.html 
 

（２） 質問受付及び回答 

     質問は書類の作成及び提出に関する本募集要項等の内容に限るものとし、審査や

評価に関する質問は受け付けません。 

   ア 受付期間：令和６年６月１３日（木）から令和６年７月３日（水）まで 

          ※閉庁日を除く 

   イ 受付時間：午前８時４５分から午後５時３０分まで 

   ウ 提出先 ：事務局 

   エ 提出方法： 

      質問事項は、所定の様式を使用して内容を簡潔にまとめ、電子メール（ファイ

ル添付）又はＦＡＸで提出してください。件名には、「市営大園住宅余剰地活用

事業質問」と記載してください。提出後は、着信確認のため、電話をお願いしま

す。 

   オ 回答方法： 

      令和６年７月１７日（水）までに、本市ホームページに質問者を伏せて掲載し

ます。この回答内容については、本募集要項等の修正又は追加として扱います。 

 

（３） 参加申込書の提出 

   本募集へ参加しようとする法人は、必ず参加申込書の提出が必要です。 

   参加グループで提案を行う場合、必ず代表企業を選任し、その代表企業が手続きを

行うこととします。参加申込時には、所定の様式を使用し、参加法人名又は参加グル
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ープの代表企業、構成企業の法人名並びにそれぞれが携わる役割を明記してくださ

い。 

   

  ア 受付期間：令和６年６月１３日（木）から同年７月３１日（水）まで 

         ※閉庁日を除く 

   イ 受付時間：午前８時４５分から午後５時３０分まで 

   ウ 提出先 ：事務局 

   エ 提出方法：持参又は郵送（一般書留又は簡易書留は可、宅配便は不可） 

   （ア） 持参：来庁前に事務局まで連絡をお願いします。 

   （イ） 郵送：不達及び遅配を原因とする参加者の不利益に対して本市は責任を負い

ません。参加者において配達完了を確認する等の対策を講じてくださ

い。 

   オ 提出書類 

     提出書類の作成にあたっては【別紙３ 参加申込書及び提案書類作成要領】を参

照してください。 

     なお、提出書類はＡ４判縦長左綴じとし、ファイルの表紙に参加グループ名、事

業名、書類銘を表記のうえ１部提出してください。また、捺印が必要な様式の印に

ついては、法務局に登録している登録印を使用してください。 

   カ 留意事項 

     書類の不備を含め、受付期間内に提出が無い場合は受け付けられませんので、余

裕をもって提出してください。 

   キ 参加要件の確認 

     事務局で参加申込書等の書類審査を行い、「第４ 参加者資格等」の参加資格を

満たしていることを確認し、その結果を令和６年８月９日（金）までに、参加法人

（参加グループで参加を申し込んだ場合は、代表企業）へ文書で発送するととも

に、電話で連絡します。 

 
 

（４） 提案書類の提出 

   ア 受付期間：令和６年８月９日（金）から令和６年９月１３日（金）まで 

         ※閉庁日を除く 

   イ 受付時間：午前８時４５分から午後５時３０分まで 

   ウ 提出先 ：事務局 

   エ 提出方法：持参又は郵送（一般書留又は簡易書留は可。宅配便は不可） 

   （ア） 持参：来庁前に事務局まで連絡をお願いします。 

   （イ） 郵送：不達及び遅配を原因とする参加者の不利益に対して本市は責任を負い

ません。参加者において配達完了を確認する等の対策を講じてくださ

い。 
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   オ 提出書類： 

     提出書類の作成にあたっては、【別紙３ 参加申込書及び提案書類作成要領】を

参照してください。 

     ※情報公開請求に応じる必要があるため、公開を前提とした提案概要資料を併せ

て提出してください。なお、この提案概要資料は、審査対象外とします。 

   カ 留意事項： 

   （ア） 書類の不備を含め、受付期間内に提出が無い場合は、辞退したものとみなし

ますので余裕をもって提出してください。 

   （イ） 提案書類（様式４から１０まで）には参加者名が特定される表現（名称、ロ

ゴ、サイン等）の記載を禁止します。参加申込書の受付後に、個別に通知する

参加者記号を記載するようにしてください。 

 
 

 （５） 構成員の変更（参加グループで申し込んだ場合） 

      参加グループの代表企業除く、構成企業の変更、追加及び削除は、提案書類の提出

期限の２週間前まで認めます。 

      変更等が生じた場合は、代表企業が速やかに所定の様式を使用し、本市へ届出を行

うとともに、本市の承諾を受けることとします。 

    構成企業の変更等に関する参加者資格審査についても、前記（３）キと同様の方法

で審査し、その結果を代表企業へ文書で通知するとともに、電話で連絡します。 

   ア 提出期限：令和６年８月３０日（金）まで 

   イ 受付時間：午前８時４５分から午後５時３０分まで 

   ウ 提出先 ：事務局 

   エ 提出方法：持参又は郵送（一般書留又は簡易書留は可。宅配便は不可） 

   （ア） 持参：来庁前に事務局まで連絡をお願いします。 

   （イ） 郵送：不達及び遅配を原因とする参加者の不利益に対して本市は責任を負い

ません。参加者において配達完了を確認する等の対策を講じてくださ

い。 

 
 

（６） 参加申込書類及び提案書類の取扱い 

 ア 本募集の応募に際して提出された書類は、返却しません。 

 イ 様式の指定があるものについては、当該様式を使用してください。 

  ウ 提出された書類の著作権は、それぞれの参加者（作成者）に帰属します。ただ

し、提案内容の公表その他本市が必要と認める場合、本市は、提出された書類の全

部又は一部を、参加者（作成者）の許可なく無償で使用できるものとします。 

  エ 本募集の応募に際して生じる提案書類の作成費用等は、全て参加者の負担としま

す。 
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（７） 参加者資格の喪失及び参加辞退 

 ア 参加者資格の喪失 

     参加申込日の翌日から本契約締結（仮契約締結後、長崎市議会の議決を経て長崎

市長は仮契約書を本契約書とする旨を通知）までの間に、参加者が「第４ 参加者

資格等」に示す参加者資格を満たさなくなった場合、当該参加者は本募集の参加者

資格を喪失します。 

    なお、参加グループの代表企業を除く、構成企業の変更、追加及び削除は、前記

（５）を参照してください。 

 イ 参加辞退 

参加申込書を提出した参加法人又は参加グループで、提案書類の提出を辞退する

場合は、速やかに所定の様式を使用し、本市へ提出してください。参加グループの

場合は、代表企業が届け出るものとします。 
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第８ 選定方法等 

 １ 評価・選定方法 

（１）基本的な考え方 

  最優秀提案者等の選定に当たり、長崎市市営大園住宅余剰地売払相手方選定審査会

（以下、「選定審査会」という。）で、参加者から提出された提案書類の評価等を行い、

最優秀提案者及び次点提案者を選定（参加者が１者の場合でも評価し選定）します。 

  市長は、その選定結果を踏まえ、優先交渉権者と次点交渉権者を決定します。 

  なお、最優秀提案者及び次点提案者の選定前に、事務局及び選定審査会の委員に対

し、自ら又は第三者に依頼し自己の提案が審査において有利な扱いを受けることを目的

として、審査に関する照会・接触等の働きかけを行った場合、当該参加者は失格としま

す。 

 

（２）選定審査会 

  選定審査会の委員は、次のとおりです。 

  〔敬称略〕 

氏 名 所 属（役 職） 

泉 直幸 （公社）長崎県宅地建物取引業協会長崎支部（副支部長） 

後藤 明 （株）日本政策投資銀行九州支店企画調査課（課長） 

田中 裕美 （一社）長崎青年会議所 

橋口 剛 活水女子大学健康生活学部（特別選任准教授） 

橋本 彼路子 長崎総合科学大学工学部（教授） 

 ※５０音順で記載 

   

（３）評価方法等   

 

   総合評価点（１，０００点）＝提案評価点（６００点）＋価格評価点（４００点） 

 

  ア 基礎審査 

    参加者の参加者資格や提出された提案書類の様式等について、法令や本募集要項

等との整合性を審査します。 

    なお、募集要項に基づき、審査の結果を令和６年８月９日（金）までに参加法人

（参加グループで参加を申し込んだ場合は、代表企業）へ文書で発送するととも

に、電話で連絡します。 

  （ア） 基本的事項 

      必要な書類が揃っており、書類間の整合が図られているか。（適格・失格） 

 

  （イ） 参加資格要件 

      募集要項「第４ 参加者資格等」の条件を満たしているか。（適格・失格） 

 



  

15 

 

  イ 提案評価 

  （ア） 上記の基礎審査を満足する提案について、選定審査会は、「別紙４ 評価基

準」の各項目に対し、提案書類及び参加者へのヒアリング（対面形式）を基に

審査を行い、評価（評点化）します。 

      ヒアリングに関する時間は事業者からの説明２０分以内、審査委員からの質

疑２０分以内を予定しています。 

      なお、提案内容を評価した結果、各審査項目において５割未満の得点となっ

た参加者は失格とします。 

  （イ） 参加者へのヒアリングの日程、場所、内容等については、別途電子メール又

はＦＡＸで連絡します。現時点では、令和６年１０月上旬の予定です。 

      なお、参加グループの場合は、代表企業に連絡します。 

  （ウ） 参加者へのヒアリングは、提出された書類（提出書類の追加を事務局が求め

た場合はその書類も含む。）のみを用いて、提案内容の説明をしていただきま

す。当日、追加資料を用いた説明は認めません。 

  （エ） 審査項目及び配点の概要については次表のとおりです。 

審査項目 主な審査の視点 配点 

事
業
計
画
全
般 

全体計画 ・本事業の趣旨（若い世帯・子育て世帯

の定住促進等）及び周辺地域の状況を踏

まえた提案内容になっているか。 

・提案事業の実施にあたり全体として調

和のとれたものとなっているか。 

３００点 

住戸計画 ・本事業の趣旨を踏まえた住戸計画（間

取り、家賃等）が工夫されているか。 

・多くの若い世帯・子育て世帯向けの戸

数と構成（バランス）となっているか。 

１２０点 

事業実現性に 

関するリスク 

・本事業の特性を踏まえたリスクを分析

した上で、具体的かつ適切な対応策やリ

スク管理体制が示されているか。（役割

等含む） 

・適切な事業スケジュール、収支計画、

資金調達計画等が示され、確実に事業が

実施できるものになっているか。 

６０点 

地
域
貢
献 

地域社会への 

貢献 

既存コミュニティ（自治会など）との交

流・連携などの地域社会への貢献につい

て、具体的な方策が提案されているか。 

６０点 

市内企業の 

参画等の地域 

経済への貢献 

・代表企業を含めた構成企業における、

市内企業の割合（％） 

・収支計画における、市内企業への発注

割合（％） 

６０点 

合    計 ６００点 
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  （オ） 提案評価における評点化方法 

      下表に示す判断基準により評点化します。 

評価 判断基準 点数化方法 

A 具体的かつ非常に優れた提案がなされている 配点×100％ 

B 優れた提案がなされている（Aと Cの中間程度） 配点× 75％ 

C 適切な提案がなされている 配点× 50％ 

D 具体的かつ適切な提案が少ない（Cと Eの中間程度） 配点× 25％ 

E 要求は満たしているものの懸念される点がある 配点×  0％ 

 

  ウ 価格評価 

      買受希望価格は、下記の考え方で評価（評点化）します。提出された買受希望価

格が、最低売却価格未満である場合、失格とします。 

 

                     買受希望価格 

           価格評価点 ＝             ×４００点 

                    最高買受希望価格 

 
   

エ 総合評価、最優秀提案者等の選定 

      選定審査会は、各参加者の提案に対する提案評価及び価格評価を取りまとめ、最

優秀提案者及び次点提案者を選定します。 

 

２ 優先交渉権者の決定、選定結果の通知 

  市長は、選定審査会での最優秀提案者等の選定結果を踏まえ、優先交渉権者と次点交

渉権者を決定し、その結果を各参加者へ通知します。 

 

３ 選定結果の公表 

  優先交渉権者（参加グループの場合、全ての構成企業）、提案内容（概要）、買受希望

価格、総合評価点等は、本市ホームページにおいて公表する場合があります。この場

合、優先交渉権者以外の参加者は匿名とします。 
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４ 評価・選定の進め方  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

公 表 

参加申込書の提出（資格審査書類の提出） 

資格審査（１次審査） 

審査 

結果通知 

資格審査（１次審査）通過者 失 格 

提案審査（２次審査）書類提出 

提案・価格審査（２次審査） 

プレゼンテーション審査 

（対面形式） 

最優秀提案者・次点提案者の選定 失 格 

優先交渉権者・次点交渉権者の決定・公表 
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第９ 契約手続等 

 １ 基本協定書の締結 

 （１）協定書締結の基本的な考え方 

   事業予定者は、本事業に係る土地の事業実施計画等に関して、 土地売買仮契約の締

結までに市と「別紙６ 基本協定書（案）」に基づき基本協定を締結します。 

 

（２）協定締結に関する優先交渉権者との協議不成立等 

  事業予定者と基本協定書の内容について合意に至らなかった場合等の何らかの理由で

基本協定書を締結できなかったときなどは、次点提案者と基本協定書についての協議を

行うことができるものとします。 

 

２ 土地売買契約の締結 

（１）契約締結の基本的な考え方 

   契約には、長崎市議会の議決が必要になるため、事前に土地売買仮契約を締結してい

ただきます。（令和６年１１月上旬予定） 

長崎市議会の議決（令和６年１２月中旬予定）後、長崎市長は、仮契約書を本契約書

とする旨を通知します。 

   仮契約は、「別紙５ 土地売買仮契約書（案）」に基づくものとし、優先交渉権者から

提案された事業計画の記載内容等を踏まえて、本市と優先交渉権者で協議するものとし

ます。 

 

（２）契約締結に関する優先交渉権者との協議不成立等 

  優先交渉権者と仮契約内容について合意に至らなかった場合や「第４ 参加者資格

等」に示す参加者資格を満たさないことが判明した場合等、何らかの理由で優先交渉権

者が本市との契約を締結できなかったときなどは、次点交渉権者と仮契約についての協

議を行うことができる者とします。 

  次点交渉権者の地位は、本契約成立をもって消滅するものとし、その旨を書面で通知

します。なお、次点交渉権者の地位を第三者に移転することはできません。 

 

（３）仮契約の締結及び契約保証金の納付 

  ア 仮契約締結時には、契約保証金として契約予定金額の１０分の１を納付していた

だきます。 

    なお、契約保証金は売買代金に充当するものとし、当該保証金には利息を付さな

いものとします。 

  イ 仮契約締結後、契約解除事由に該当する場合や売買代金の金額が納付されない場

合、本市は契約を解除できるものとし、この場合、契約保証金は本市に帰属するも

のとします。 

  ウ 仮契約及び本契約に関する費用は、事業者（土地売買仮契約を締結した法人をい

う。以下同じ。）の負担とします。 
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  エ 仮契約締結後、長崎市議会の議決が得られないなど、不測の事態が生じた場合

は、本市と事業者で協議するものとします。 

（４）売買代金の納付及び土地の引渡し 

  ア 本事業地は、現状のまま引き渡します。敷地の整備、草木の除去、敷地内外の電

柱・交通安全施設、並びに囲障・擁壁等の撤去、移設は市では行いません。 

※詳細については、別紙「事業用地説明書」を参照してください。 

   イ  本契約締結日（議決日）から本事業地の引き渡し日までの間において、市の責

めに帰することのできない理由により、本事業地が滅失、き損等の損害が生じた場

合、市は責任及び損害を負担しません。 

ウ 事業用地の売買代金は、本市が発行する「納入通知書」により全額（契約保証金

との差額）を一括納入（参加グループの場合、代表企業が一括納入）していただき

ます。指定期日までに売買代金の納入に至らなかった場合、契約保証金は本市に帰

属します。 

  エ 売買代金の納付期限は、令和７年１月下旬を予定しています。 

  オ 売買代金の納入が完了したとき、事業用地の所有権移転及び事業者への引渡しが

あったものとします。 

 

３ 所有権移転登記等 

（１）所有権移転登記等 

  ア 売買代金の納入を確認後、本市が所有権移転登記を嘱託します。 

    なお、登記に要する費用は事業者の負担とします。 

  イ 所有権移転登記のあった日から１０年間は、第三者への所有権移転は認めませ

ん。ただし、事業者から提案された事業計画を確実に履行できる第三者に承継する

場合や、事業用地を分譲する場合で、事前に本市の承認を得た場合はこの限りでは

ありません。 

  ウ 本市の承認を得ることなく所有権の移転登記を行った場合、売買代金の１０分の

３に相当する金額を違約金として徴収します。その場合、事業用地の買戻しを行う

ことがあります。 

  エ 事業者から提案された事業計画に宅地分譲、分譲マンション等が含まれており、

事業計画どおり土地の所有権の一部を一般消費者に移転させる場合は、前記イ、ウ

の規定の適用はありません。 

  オ 事業者は、事業計画に基づき工事に着手するとき及び建築物等が竣工したとき

は、その旨を直ちに本市に通知するものとします。 

  カ 事業者は、契約締結後２年以内に、建築物等の工事（造成含む）に着手しなけれ

ばなりません。 

  キ 事業者は、所有権移転のあった日以後も、本市の求めに応じ、事業計画の実施に

関する協議や調整に協力するものとします。 
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（２）買戻し特約の登記等 

  ア 本市は、事業者から提案された事業計画が確実に履行されるよう、市から事業者

に所有権移転のあった日から１０年間の買戻し特約について登記します。 

  イ 買戻し特約の登記は、本市が所有権移転登記と同時に行います。登記に要する費

用は事業者の負担とします。 

  ウ 本市が合意した事業計画と異なる計画が実施されるなど、本募集の趣旨を逸脱す

ると認められるときは、売買代金の１０分の３に相当する金額を違約金として徴収

します。その場合、事業用地の買戻しを行うことがあります。 

  エ 買戻しの際は、利息を付さずに売買代金を返還するものとし、その他の費用は一

切返還いたしません。 

  オ 買戻し期間満了前の買戻し特約の登記の抹消及び残存する土地に対する買戻し特

約の変更登記に係る一切の費用は事業者が負担するものとし、次の（ア）又は

（イ）の条件を満たした場合にできることとします。 

  （ア） 事業者から提案された事業計画に分譲住宅（宅地分譲、分譲マンション）等

が含まれており、事業計画どおりの分譲のため、事業用地の所有権の一部を一

般消費者に移転させる場合。 

  （イ） 事業者の買戻し特約の登記の抹消申請が正当であると本市が承認した場合

（申請内容に基づき個別判断） 

  キ 買戻し特約登記抹消後においても、市から事業者に所有権移転のあった日から 

１０年間は事業用地を事業者から提案された事業計画の用途（以下、「指定用途」

という。）以外に供することは禁止とし、指定用途以外の用途に供したことを発見

した場合、売買代金の１０分の３に相当する金額を違約金として徴収しますので、

所有権の一部を移転する一般消費者に対して指定用途の考えを承継してください。 

 

４ その他特記事項 

（１） 事業用地の引渡しは、参加申込書に記載された法人（参加グループの場合は、代

表企業及び構成企業）又は参加グループで構成される特別目的会社（設立形態のい

かんを問わず、倒産隔離、投資家募集、資金調達などを目的として設立された法人

のことをいう。資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）上の特定

目的会社も含む。）に行うこととなります。 

（２） 事業者が不正な手段により契約を締結した場合又は契約に基づく債務を適正に履

行できないと本市が判断した場合は、契約を解除することがあります。なお、契約

解除や買戻しを行う場合、事業者は自己の負担により、事業用地を原状に回復する

ものとします。 

（３） 事業用地に賦課される公租公課については、所有権移転日の属する年の翌年の 

1 月 1 日を起算日とし、事業者の負担となります。 

 （４） 提案内容の履行状況等に関し、定期的及び市の求めに応じ、その業務又は資産の

状況等に関して所要の報告や資料の提出に協力していただきます。 
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第１０ その他 

 （１）本市は、天変地異や政策変更等により、やむを得ず事業用地を利用する必要が生じ

た場合、本募集を中止することがあります。 

 

 （２）本募集において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨とします。 

 

 （３）誤字、脱字、誤植その他の原因により、本募集要項及び資料の各条項間等で矛盾が

生じている又は誤解を招くおそれがあると考えられる場合は、速やかに本市へ申し出

てください。 

 

 （４）参加者の提出書類は、長崎市情報公開条例の対象となり、同条例第７条各号のいず

れかに該当する情報が記録されている場合を除き、公開される場合があります。 

 

 （５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びこれらに関する事項につき、故意または過

失のいかんを問わず、参加者が第三者に損害を生じさせた場合、本市は一切これを補

償しません。 

 

 （６）本市から提供された本募集要項及び資料等は、提案書類作成のために利用する以外

は利用を認めません。 

 

 （７）本募集において不測の事態等が生じた場合は、選定審査会と事務局が協議のうえ、

対応方針を決定します。 

 


